
















行政視察 報告書 

報告者：小倉健一（会派に属さない議員） 

視察期間：平成 29 年 11月 21日（火）～11月 22日（水） 

視察地：山梨県北杜市、神奈川県横浜市  

同行会派：新風 

 

（１）11 月 21日（火） 

場所：北杜市役所 

内容：「太陽光発電設備設置に関する指導要綱」について 

担当：北杜市 建設部まちづくり推進課 課長 植松宏夫様 

       北杜市 建設部まちづくり推進課 景観まちづくり担当 末木陽一様 

 

市の概要 北杜市は山梨県北西部に位置しており、北は八ヶ岳連峰、

南西に甲斐駒ヶ岳からなる南アルプス、北東は瑞牆山など美しい山岳

景観に囲まれている。76％が山林で清らかで豊富な水資源、高原性の

気候、歴史的な街並みや温泉地など豊かな資源に恵まれている。「人と

自然と文化が躍動する観光地」をキャッチフレーズに環境創造都市を

目指している。面積は 602.48㎢。総人口は 47,558人、20,641世帯。 

 

視察内容（北杜市の説明） 

〇経過・現状 日照時間は多い時 3000 時間超え日本一。この地域特性

を活かし太陽光発電設備の導入が個々の事業とともに図られたが、平

成 26年４月当初すでに 4,000件を超える認定がありながら、基礎自治

体への届け出不要の為、山林の伐採、景観の阻害など市民の不安を募

らせるものとなっていた。そこで各関係部局が集まり条例化を念頭に

始まった。しかし、条例制定は可能だが、条例の適正、法令範疇判断

の難儀により、平成 26年９月行政収用の要綱制定となった。現在、1,510

件が稼働、容量は３割超える程度。以降 3,500件の設置予定。 

〇要綱制定の３つの柱 

①届け出制度の創設  

②関係法令の確認、順守  

③事業者等の責務（チェックシート） 

チェックシート内容 

事業者の情報案内看板設置／発電所とするフェンス等の設置／定期的

草刈り、除草剤の散布禁止／撤去時の「廃棄物の処理及び清掃に関す



る法律（廃掃法）」遵守 等 

〇今後の取り組み とくに北杜市へ移住、定住された方の景観変化の

苦情は多い。景観条例、指導要綱をもとに指導、国・県のガイドライ

ンを参考に対応していきたい。また、指導要綱設置前の案件は指導で

きないが、届け出をお願いし現状把握に努め、FIT法の観点での指導、

助言をしていく。平成 29年６月条例案の提出を踏まえ、太陽光発電設

備・再生可能エネルギー発電設備に関する検討委員会が立ち上げられ

たので、課題の議論を深め進めていく。 

 

所感 佐野市においても災害起因不安、景観阻害、住環境への影響な

ど様々に問題となっている。北杜市では法令対象外の事業であっても

適正に導入が図られるよう事業者等の留意すべき事項が表され対応さ

れていた。太陽光発電設備設置に対する規制については憲法の経済的

自由権、財産権の行使という部分に制限をかけることが可能かどうか

ということになり難しい部分であるが、事業者も地域住民も双方調和

が図られるよう佐野市も条例等の制定、整備し対応していかなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）11 月 22日（水） 

場所：横浜港メガターミナル株式会社 

（本牧ふ頭 BCコンテナターミナル４階） 

内容：「港湾コンテナターミナル」について 

担当：横浜港メガターミナル株式会社 業務部 本牧事業所 所長 相川俊一様 

   港湾運送事業本部 横浜ターミナル事業所 所長 難波尚正様 

   港湾運送事業本部 横浜ターミナル事業所 ターミナル課 課長 難波尚正様 

    

本牧ふ頭 BC コンテナターミナルの概要  

2,005年12月に供用を開始した日本屈指の高規格コンテナターミナル。 

総面積 50 ヘクタール。岸壁の総延長は 1,390ｍ水深 13～16ｍの岸壁に

は、積載能力 8,000ＴＥＵ超の大型コンテナ船が接岸できる。メガター

ミナルとして一体的に運営され、荷役の効率化を実現。「横浜港メガタ

ーミナル株式会社」（略称：ＹＰＭ）は 2,005年、横浜市から国土交通

省の同意を得て、国内初のスーパー中枢港湾計画での「認定運営者」

に指定されている。 

 

視察内容 

〇運営状況（運営者の説明） 

年間約 1,800 隻、90 万 TEU の取り扱いをしている。コンテナの場所

確保のためエリア外に３カ所、スペースを借りている。トランステナ

ー方式で荷役機械を使用し限られたスペースで効率性の高い運営をし

ている。24機のトランステナー、10機のガントリークレーン所有。 

ガントリークレーン、トランステナーが老朽化しており修繕費用が

年々嵩んでいる。昨年約 1 億５０００万円。今後、10年、15年に 1 度

変えなければならない大きい補修がある。契約上借り受け者が修理す

ることになっているが１回２億以上の修理が控えていることから横浜

市港湾局、横浜川崎国際港湾等へお願いしている。 

SOLAS 対応については制限区域の安全をテロなどから守る費用とし

て月６００～７００万円。国の政策だが費用は事業者負担。 

ヒアリ対策については現在は出ていないが、対策としては在来種がヒ

アリの侵入を防ぐというので殺すこともせず見守り、発見された場合

は駆除する。 

 

 



〇港湾コンテナターミナル内見学 

①屋上 港湾内バンプールでの大型荷役機械での作業、コンテナ搬出

のトレーラーの流れなど全体を説明を受けながら見学。 

②船側 大型コンテナ船の接岸、免振装置付ガントリークレーンでの

荷役作業の様子を見学。 

 

所感 

メガターミナルの現場を確認し、運営側の実直な話を聞くことができ

た。中でも修繕にかかるコスト、人的雇用問題などの問題、対策は規

模、状況は異なるが大変参考になった。平成 29年１１月、佐野インラ

ンドポートが開港されたが、今後の運営の在り方によって産業文化立

市の軸としての役目を果たされるものとなる。指定管理者 吉田運送株

式会社での事業計画においては 13,000TEU を目標としているが今後

の施設運営維持を考え、安全面の配慮、作業効率性を高めた全体的な

管理運営に努めたものでなくてはならない。 

 

 




